
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 役員に対する歩合給                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ｑ：役員も社員と同様に歩合給を導入して、

頑張った人にはたくさん給与を出してあげた

いと思っているのですが、何か問題あります

か？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：歩合給部分は損金に算入することはで

きません。 

【解説】  

法人税法では、役員の給与のうち次のもの

を定期同額給与として、損金に算入すること

を認めています。 

①当該事業年度の各支給時期における支給額

が同額であるもの 

②一定の改定がされた場合における当該事業

年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時

期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の

前日又は当該事業年度終了の日までの間の各

支給時期における支給額が同額であるもの 

つまり、損金算入の対象となる定期同額給

与は、定期給与のうち当該事業年度の各支給

時期における支給額が同額である給与とされ

ていますので、たとえ一定の算定基準に基づ

き、規則的に継続して支給されるものであっ

ても、その支給額が同額でない給与は、定期同

額給与には該当しないこととなります。 

したがって、社員と同様の基準で歩合給を

支給したとしても、その歩合給部分の給与は

損金に算入することはできませんので注意し

てください。なお、その役員が使用人兼務役員

で使用人としての職務に対する給与について

歩合給を採用しているという場合には、その

額が不相当に高額でない限り損金に算入され

ることになります。  【三輪厚二税理士事務所】 
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